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　令和6年度税制改正では、昨年に引き続きスタートアップ・エコシステムの抜本的強化が大
きなキーワードとなっている。資金調達、人材確保といったスタートアップのステージごと
（シード・プレシード、アーリー・ミドル、レイター）の課題に対応し、きめ細やかでメリハ
リの利いた対応を行うこととしている。特に注目すべきはストックオプション税制の拡充だ。
設立5年未満の株式会社が付与する新株予約権については年間の権利行使価額を2,400万円
に、さらに設立5年以上20年未満の株式会社や上場後5年未満の株式会社については3,600
万円に引き上げることで人材を確保しやすい体制をつくる。また、令和5年度税制改正で導入
されたスタートアップへの再投資に係る非課税措置や、エンジェル税制については、新たに新
株予約権を対象とするなど、スタートアップ企業の資金調達を後押しする。異例の措置として
令和2年度税制改正で創設されたオープンイノベーション促進税制については、現行制度のま
ま適用期限が2年延長されることになった。

　まずは、スタートアップ企業の人材確保の
面から講じられる税制からみてみることにし
よう。令和5年度税制改正では、スタート
アップ企業の役員が海外進出をする場合な
ど、国外転出時課税制度に関する納税猶予の
手続きの簡素化（対象となる非上場株式につ
いて質権設定を行うことで、株券不発行でも
担保提供が可能となり、株券発行会社に移行
するための定款変更や株券の管理などが不要
となった）が行われている。また、ストック
オプション税制については、人材確保を後押
しするため、設立から5年未満の未上場企業
においては、権利行使期間は付与決議から2
年から15年へと延長されている。
　令和6年度税制改正では、ストックオプ

ション税制について、さらなる大きな拡充が
実施されることになる。
株式保管委託要件を廃止、株券発行が不要に
　1点目は株式保管委託要件の見直しだ。現
行制度では、非上場の段階で税制適格ストッ
クオプションを行使し、株式に転換した場
合、税制の対象となるには、証券会社等と契
約し、専用の口座を従業員ごとに開設した上
で株式を保管委託する必要がある。しかし、
そもそも株券を発行していないことの多いス
タートアップ企業の場合、株式保管委託要件
を満たすために株券を発行しなければならず

（さらに上場した場合には株券不発行とな
る）、事務負担やコストの面で大きな弊害と
なっていた。このため、同要件を廃止し、発

人材確保の面からストックオプション税制を大幅に拡充

SO税制の権利行使価額は最大で3,600万円に

スタートアップから読み解く
令和6年度における税制改正
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